
 

 

平成 29 年度 事業計画書 

（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日） 

 

〔総則〕 

制度改革の方向性として、「在宅等住み慣れた地域の中で患者（利用者）の生活を支える 

地域包括ケアシステムの構築が不可欠である」として、地域ごとの医療・介護・予防・生活 

支援・住まいの継続的で包括的なネットワーク、すなわち地域包括ケアシステムづくりを 

推進していくことが近々の課題となっている。今後、さらに高齢化の進展による要介護者、 

認知症高齢者の増加、少子化に伴う生産年齢人口減少と介護老人保健施設（以下、老健施設） 

に限らず、介護を取り巻く環境はさらに厳しいものとなることが予測される中、老健施設が 

医療と介護の連携を図る重要な担い手として、この地域包括ケアシステムの構築に欠かす 

ことのできない重要な施設であることは言うまでもない。そのためにも、要介護度や医療 

ニーズが高い者への対応、看取り対応、認知症対応など、様々な課題解決にあたり、老健施設 

本来の在宅復帰施設、在宅生活支援施設、リハビリテーション施設としての機能を強化して 

いく事が重要である。 

さらに今年度は、平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定の方向性や、公益社団法人全国 

老人保健施設協会の動きを鑑み、適正で無駄のない運営を目指したい。また、会員施設間のみ 

でなく、その他の関係団体や県民も対象とした講演会開催や他の介護保険施設職員も対象と 

した研修会の企画・開催、さらに多職種による技術指導（介護・リハビリ・栄養など）・調査 

研究等を行ない、より公益性を重視した活動を通じ、サービスの質向上を図っていく事と 

する。 

以上を達成するため、次に掲げる諸事業を多角的に実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．会議 

(1)社員総会 

① 定時社員総会は、定款第14条第1項の規定に基づき、年1回開催する。 

開催の時期は、6月とする。 

② 臨時社員総会は、定款第14 条第2項の規定に基づき、必要に応じて開催する。 

(2)理事会 

① 定例理事会は、定款第36条第2項の規定に基づき、年2回以上開催する。 

開催の時期及び回数は、6月に1回、3月に1回とする。 

② 臨時理事会は、定款第36条第3項の規定に基づき、必要に応じて開催する。 

(3)常設委員会及び特別委員会 

各委員会は、必要に応じ開催し、事業実施上の諸問題、懸案事項等について 

検討する。 

 

２．第 14 回 宮崎県老人保健施設協会研究大会開催 

  開 催 地      宮崎県宮崎市 

実施時期      平成29年12月23日(土) 

大会会長      本協会会長 

対 象 者      大会参加対象者の範囲に準ずる 

大会テーマ     未 定 

会    場      ＪＡ・ＡＺＭホール   

内    容      基調講演・市民公開講座・演題発表（予定） 

参加予定人員    300人 

後援予定      宮崎県（予定） 

 

３．教育事業 

老健施設におけるサービスの質の維持・向上をはかり利用者及びその家族に良質なサービス

を提供することを目的として、専門性の向上・スタッフのスキルアップ、そして施設の安定

経営等に資する情報提供を含めた各種研修事業等を以下のとおり実施する。 

【栄養･給食研究部会】 

研修事業 

   研修会：（テーマ・講師未定） 

 



 【在宅・支援相談研究部会】 

研修事業 

   研修会または座談会：（テーマ・講師未定） 

※宮崎県委託事業であるキャリアアップ研修支援事業において、リハビリテーション研究 

部会と高齢者ケアプラン研究部会が基礎研修を、看護・介護研究部会が中堅者研修を、 

事務長会が管理者研修をそれぞれ実施する。  

 

４．調査研究事業 

介護老人保健施設の管理運営の適正化及びサービスの質の確保･向上に関する調査研究 

及び指導 

【在宅・支援相談研究部会】 

  アンケート調査「在宅復帰率等に関するアンケート調査」 

 

５．広報事業 

【広報部会】 

(1)広報誌「老健みやざき」発行 

年1回定期刊行。会員施設及び行政・関係団体に送付し、協会活動について広く 

ＰＲする。 

(2)ＩＴを利用した広報活動 

ホームページによって、本協会の活動報告や最新情報を迅速に提供し、老健施設の 

結束強化を図るとともに、広く県民に向けて老健施設や本協会に関する広報を行う。 

 

６．常設委員会事業 

(1)総務委員会 

事業計画案・予算案の検討、関係各方面に対する折衝及び要望活動等を積極的に展開し

要望事項の実現をめざす。 

(2)事務長会 

老人保健施設の管理運営面等における諸問題について、情報共有を図り安定経営に 

結びつけると共に事務担当者の育成に努める。 

(3)学術委員会 

老健施設及びそこに働く各職種の質の向上と技術向上に寄与するべく、関連する各領域

の調査・研究を会員施設の協力を得て実施する。 



７．受託事業 

 地域医療介護総合確保基金に係る宮崎県策定の事業実施 

計画に基づいた下記事業についての受託事業 

 

(1)「介護のしごと」理解促進事業 

①パンフレットの作成 

②「介護のしごと」の職場体験 

(2)介護人材キャリアアップ研修支援事業 

介護老人保健施設の職員等を対象とした段階別のキャリアアップ研修 

（基礎研修、中堅職員、管理者） 

(3)介護未経験者就業支援事業 

介護未経験者への業務難易度別の研修及び就労支援 

(４)介護ロボット導入調査検証事業 

介護ロボット使用による労働環境改善の調査、検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


